
東京都北区ごみ・資源処理原価

【処理原価】　

【注意事項】

　・下記表は小数点第3位を四捨五入しています。

　・23区のごみの「処理・処分」は、23区が共同で設置する東京二十三区清掃一部事務組合（清掃一組）が中間処理を行い、東京都が管理する埋め立て処分場に処分しています。

　　詳細は清掃一組ホームページをご覧ください。

単位：円

①収集運搬
（区）

②処理処分
（清掃一組・
東京都）

合計
（①＋②）

びん 缶 古紙 ペットボトル 容リ／トレイ その他 集団回収

令和2年度 39.11 24.15 63.26 49.63 138.34 26.62 79.99 2738.78 79.81 9.24

令和3年度 38.74 27.89 66.63 53.63 146.81 26.94 64.86 2720.34 88.72 9.55

令和4年度 45.85 24.49 70.34 56.63 155.60 29.38 23.39 3408.81 120.48 10.05

令和5年度 60.29 27.32 87.61 60.11 168.08 30.30 60.30 3839.60 105.91 10.53

令和6年度 58.39 31.62 90.01 62.28 172.71 33.18 41.69 4298.57 115.20 12.13

　　ごみ処理や資源化にかかる経費（人件費、物件費、減価償却費、起債利子の合計から資源売払い金などの収入を差し引いた額）を収集量で割り返した「１ｋｇあたり」の経費です。

令 和 8 年 4 月 1 日

循 環 社 会 推 進 課

処理原価
（1kgあたり）

種類 ご　　み 資　　　源

品　目


